
東京都立水元特別支援学校管理運営規程 新旧対照表 

改 正 案 現 行 

第１から第５まで （現行のとおり） 

 

第６ 主任教諭等 

学校教育法（昭和 22年法律第 26号）に規

定する主務教諭の職名は、主任教諭とす

る。 

１ 主任教諭 

生徒の教育をつかさどり、及び命を受けて

学校の教育活動に関し教諭その他の職員

間における総合的な調整を行う。 

２ 主任養護教諭 

生徒の養護をつかさどり、及び命を受けて

学校の教育活動に関し教諭その他の職員

間における総合的な調整を行う。 

３ 主任栄養教諭 

生徒の栄養の指導及び管理をつかさどり、

並びに命を受けて学校の教育活動に関し

教諭その他の職員間における総合的な調

整を行う。 

 

第７から第１６まで （現行のとおり） 

第１から第５まで （略） 

 

第６ 主任教諭及び主任養護教諭 

主任教諭又は主任養護教諭は、特に高度の

知識又は経験を必要とする教諭又は養護

教諭の職として、以下の役割を担う。 

１ 校務分掌などにおける学校運営上の重要

な役割 

２ 指導・監督層である主幹教諭の補佐 

３ 同僚や若手教員への助言・支援などの指導

的役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７から第１６まで （略） 

附 則 

この規程は、平成１１年１月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

附 則 

この規程は、平成１１年１月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 



東京都立水元特別支援学校管理運営規程 新旧対照表 

この規程は、平成１９年１月 19日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。   

附 則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

この規程は、平成１９年１月 19日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。   

附 則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規定は、令和８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 


